
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村内で野焼き・たき火はしないでください 

 ３月に入って村内で野焼きが原因の火事が発生しました。 

全村避難により人けの少ない村内では、大規模な山火事 

等につながる恐れがありますので、野焼き・たき火は絶対 

に行わないでください。 

問復興対策課農政係（☎024-562-4700） 

ブルーシート提供者を探しています 

村では、一昨年の震災時、村にブルーシートを提供していただい

た方を探しています。 

ご提供いただいた方はお手数でも、氏名・住所・ブルーシートの

サイズ及び数量を総務課までお知らせください。 

問総務課総務係（☎024-562-4200） 

水質検査の検査結果をお知らせします水質検査の検査結果をお知らせします水質検査の検査結果をお知らせします水質検査の検査結果をお知らせします    

    村の水質検査の結果と村民が多く避難している主な場所の水質検

査の結果をお知らせします。 

市町村名 

水 道 

事業名 

取水 

施設 

水源 取水日 結果 

福島市 

福島地方水道用

水供給企業団 

摺上川 

ダム 

表流水 

（ダム） 

３月７日 ＮＤ 

伊達市 

伊達市月舘簡易

水道事業 

布川 

浄水場 

表流水 

（自然） 

３月７日 ＮＤ 

国見町 国見町水道事業 

浄水、第

４、５水源 

深井戸 ３月６日 ＮＤ 

川俣町 川俣町水道事業 

第１～ 

第３水源 

表流水 

（自然） 

３月５日 ＮＤ 

相馬地方広域水道企業団 

真野ダム 

鹿島真野 

水源ほか 

ダム放流、

浅井戸、深

井戸、湧水 

３月６日 ＮＤ 

滝下 

浄水場 

表流水 

（自然） 

３月８日 ＮＤ    

田尻 

浄水場 

表流水 

（自然） 

３月８日 ＮＤ    

飯舘村飯舘簡易

水道事業 

花塚 

浄水場 

表流水 

（自然） 

３月８日 ＮＤ    

飯舘村 

飯舘村大倉簡易

水道事業 

大倉 

浄水場 

表流水 

（自然） 

３月８日 ＮＤ    

※上記以外にも県内の水道水を定期的に検査しており、いずれの水源 

においても検出限界値を下回っています（３月８日現在）詳しく 

は県のホームページをご覧ください。 

○福島県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ･･･http://wwwcms.pref.fukushima.jp/ 

※「ＮＤ」は検出限界値を下回ったことを指します。この検査結果 

では放射性セシウム 134、137 に関して、水 1 ㌔グラム当たりに含

まれる放射性物質の量が１ベクレル未満であることを示していま

す。（１Bq/kg 未満） 

※飲用水中の放射性物質の基準値は、放射性セシウム 10Bq/kg です。 

 

 

 

避 難 中 に お け る 住 宅 等 の 水 道 管 理 に つ い て 

    避難中において、住宅等に水道を通水する場合は自己管理を徹底す

るとともに、以下の点についてご注意ください。 

①住宅内の漏水等による事故については、自己管理の範囲となります。 

②水抜き栓を設置されていない方は水抜き栓を設置し、自己管理に努

めてください。 

③村や業者に通水（乙止め操作）を依頼する場合は、宅内の漏水等の

確認のため、必ず立会いをお願いします。 

④通水や止水する場合は、復興対策課建設管 

理係へ連絡してください。 

問復興対策課建設管理係（☎024-562-4218） 

県借県借県借県借りりりり上げ住宅自治会事務局職員募集のお上げ住宅自治会事務局職員募集のお上げ住宅自治会事務局職員募集のお上げ住宅自治会事務局職員募集のお知らせ知らせ知らせ知らせ     

村では平成 25 年度の県借り上げ住宅自治会事務局職員を募集します。 

○業務内容…県借り上げ住宅に入居している住民で組織する自治会

の事務及びきつつきの会集会所の管理 

○募集人数…２名 

○勤務場所…きつつきの会集会所（伊達郡川俣町飯坂字米子田 15-6） 

○勤 務 日…週５日、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

※雇用条件は、飯舘村臨時職員に準ずる 

○応募資格…普通自動車の運転免許証をお持ちの方 

○応募方法…３月 28 日(木)までに履歴書を添えて総務課企画係にお

申し込みください。 

○面 接 日…申込者に連絡します。 

問総務課企画係（☎024-562-4246） 

県民健康管理調査県民健康管理調査県民健康管理調査県民健康管理調査    基本調査問診票のご回答のお願基本調査問診票のご回答のお願基本調査問診票のご回答のお願基本調査問診票のご回答のお願いいいい     

 福島県では、原子力災害による放射線の影響を踏まえ、県民の皆

さまの健康を長期にわたり見守っていきます。その出発点として、問

診票をご提出いただいた皆さまには、各々の外部被ばく線量をお伝え

しております。 

 現時点で推計結果の通知が届いていない皆さまには、現在急ピッチ

で作業を進めておりますので、もう少々お待ちください。 

 まだ作成されていない皆さまには、基本調査問診票にご記入いただ

き、平成 23 年３月 11 日から７月 11 日までのご自身の外部被ばく線

量を確認いただくために、問診票のご提出をお願いします。 

                ◆出前書き方説明会・相談会お申し込みについて◆出前書き方説明会・相談会お申し込みについて◆出前書き方説明会・相談会お申し込みについて◆出前書き方説明会・相談会お申し込みについて                    

 県と県立医科大学では、「県民健康管理調査 基本調査問診票」に

関する出前書き方説明会・相談会をご要望に応じて開催します。 

 開催日時は、土日･祝祭日を除く午前９時から午後４時までの間で、

１回当たり 10 名から 15 名までの相談が可能です。 

 詳しくは、県立医科大学県民健康管理センターまでお問い合わせく

ださい。 

問福島県立医科大学 県民健康管理センター（☎024-547-1786） 

あなたの健康、見守ります  

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    号外号外号外号外    第第第第 52525252 号号号号    

平成平成平成平成 25252525 年３月年３月年３月年３月 20202020 日発行日発行日発行日発行    

重要住所を移転された方へのお知らせ住所を移転された方へのお知らせ住所を移転された方へのお知らせ住所を移転された方へのお知らせ    

村に住所を残したまま避難先を変更する場合には住民課まで村に住所を残したまま避難先を変更する場合には住民課まで村に住所を残したまま避難先を変更する場合には住民課まで村に住所を残したまま避難先を変更する場合には住民課まで

必ず届け出ください。必ず届け出ください。必ず届け出ください。必ず届け出ください。また、村から転出した方で村の情報・お知

らせ等を希望する方は届け出ください。 

【届け出【届け出【届け出【届け出をいただきたいをいただきたいをいただきたいをいただきたい方】方】方】方】    

①村に住所を残して避難している方で、避難先の住所が変わった 

方（必ず届け出が必要です）（必ず届け出が必要です）（必ず届け出が必要です）（必ず届け出が必要です）    

②村から他市町村に転出した方 

（村からの情報を希望する方は転出届（村からの情報を希望する方は転出届（村からの情報を希望する方は転出届（村からの情報を希望する方は転出届提出の際提出の際提出の際提出の際にその旨にその旨にその旨にその旨申し申し申し申し出出出出    

ください）ください）ください）ください） 

※※※※本人と確認できる書類を添付（ご持参）のうえ本人と確認できる書類を添付（ご持参）のうえ本人と確認できる書類を添付（ご持参）のうえ本人と確認できる書類を添付（ご持参）のうえ、郵送または、郵送または、郵送または、郵送または    

窓口へ直接お越しください。窓口へ直接お越しください。窓口へ直接お越しください。窓口へ直接お越しください。 

問住民課住民係（☎024-562-4241） 

村携帯サイトへアクセス村携帯サイトへアクセス村携帯サイトへアクセス村携帯サイトへアクセス    

村からの情報のメール配信サービス登録はこちらから行えます。 

パソコンからはこちらパソコンからはこちらパソコンからはこちらパソコンからはこちら http://www.vill.iitate.fukushima.jp/saigai/ 



食品中食品中食品中食品中のののの放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの測定結果測定結果測定結果測定結果のお知らのお知らのお知らのお知らせせせせ        

平成25年２月１日から２月28日までに村で受付をした食品等の放

射性物質の測定結果の主なものについてお知らせします。    

測定品目 

測定 

件数 

セシウム 

検出件数 

備考 

井戸水 ４ ０ 村内産 

※このほかの測定品目や詳細な測定結果については、村ホームページ

に掲載していますのでご覧ください。 

問復興対策課除染係（☎024-562-4236） 

 各行政区の放射線測定値各行政区の放射線測定値各行政区の放射線測定値各行政区の放射線測定値    

村が独自に計測した各行政区の 1 時間当たりの大気中放射線測定

値は次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化

します。単位は全て㍃シーベルト/時となります。 

※冬期間は積雪により放射線が雪で遮へいされ、空間線量が低減して

いる場合があります。 

【農地】（地上から１m及び 1cm の高さで測定） 

３月７日 ２月 21 日 

行政区 小字地内 

1ｍ 1cm 1ｍ 1cm 

１ 草野字大谷地地内 2.412.412.412.41    2.2.2.2.75757575    1.95 2.44 

２ 深谷字原前地内 2.722.722.722.72    2.2.2.2.83838383    2.19 2.58 

３ 伊丹沢字山田地内 3.233.233.233.23    3.833.833.833.83    2.79 3.68 

４ 関沢字中頃地内 3.343.343.343.34    4.214.214.214.21    3.23 4.41 

５ 小宮字曲田地内 4.364.364.364.36    5.045.045.045.04    4.05 4.92 

６ 八木沢字上八木沢地内 1.821.821.821.82    2.182.182.182.18    1.45 1.98 

７ 大倉字湯舟地内 1.241.241.241.24    1.461.461.461.46    1.23 1.45 

８ 佐須字佐須地内 2.142.142.142.14    2.632.632.632.63    1.63 2.38 

９ 草野字柏塚地内 2.542.542.542.54    3.023.023.023.02    2.09 2.78 

10 飯樋字下桶地内地内 2.762.762.762.76    4.114.114.114.11    1.76 3.56 

11 飯樋字一ノ関地内 2.882.882.882.88    3.553.553.553.55    2.65 3.38 

12 飯樋字笠石地内 2.442.442.442.44    3.053.053.053.05    1.96 2.61 

13 飯樋字原地内 2.422.422.422.42    2.2.2.2.63636363    1.87 2.23 

14 比曽字比曽地内 3.543.543.543.54    3.763.763.763.76    2.25 3.35 

15 長泥字長泥地内 7.347.347.347.34    9.249.249.249.24    5.25 8.45 

16 蕨平字木戸地内 6.056.056.056.05    7.737.737.737.73    4.79 7.06 

17 松塚字神田地内 2.442.442.442.44    2.872.872.872.87    2.15 2.65 

18 臼石字町地内 3.143.143.143.14    3.3.3.3.66666666    2.16 3.45 

19 前田字福田地内 3.023.023.023.02    3.683.683.683.68    1.88 2.83 

20 二枚橋字町地内 1.761.761.761.76    2.2.2.2.73737373    1.15 2.94 

【宅地】（地上から１m及び 1cm の高さで測定） 

３月７日 ２月 21 日 

行政区 小字地内 

1ｍ 1cm 1ｍ 1cm 

１ 草野字大師堂地内 0.920.920.920.92    0.0.0.0.83838383    0.78 0.56 

２ 深谷字大森地内 2.712.712.712.71    3.3.3.3.94949494    2.14 3.32 

３ 伊丹沢字山田地内 3.033.033.033.03    3.3.3.3.62626262    2.61 3.36 

４ 関沢字中頃地内 4.454.454.454.45    6.166.166.166.16    3.86 5.42 

５ 小宮字曲田地内 4.204.204.204.20    4.4.4.4.31313131    3.57 4.35 

６ 芦原白金地内 2.962.962.962.96    5.155.155.155.15    2.76 4.61 

７ 大倉字大倉地内 1.361.361.361.36    2.142.142.142.14    1.07 1.56 

８ 佐須字虎捕地内 3.343.343.343.34    4.764.764.764.76    2.78 4.18 

９ 草野字大坂地内 2.932.932.932.93    6.326.326.326.32    2.16 4.66 

10 飯樋字町地内 3.533.533.533.53    4.4.4.4.52525252    2.98 4.68 

11 飯樋字割木地内 3.343.343.343.34    5.325.325.325.32    2.96 4.85 

12 飯樋字笠石地内 3.733.733.733.73    4.4.4.4.92929292    3.26 4.09 

13 飯樋字宮仲地内 1.921.921.921.92    2.2.2.2.97979797    1.83 2.92 

14 比曽字中比曽地内 3.223.223.223.22    5.625.625.625.62    2.25 5.44 

15 長泥字曲田地内 4.654.654.654.65    10.10.10.10.20202020    4.31 10.90 

16 蕨平字蕨平地内 5.315.315.315.31    8.378.378.378.37    4.12 7.41 

17 関根字押木内地内 3.353.353.353.35    3.3.3.3.34343434    2.96 3.64 

18 臼石字菅田地内 2.442.442.442.44    3.313.313.313.31    1.54 2.98 

19 前田字古今明地内 3.233.233.233.23    4.4.4.4.71717171    2.97 4.43 

20 須萱字水上地内 0.720.720.720.72    0.960.960.960.96    0.65 1.03 

「「「「春春春春のののの全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動」」」」がががが始始始始まりますまりますまりますまります        

スローガンスローガンスローガンスローガン「「「「ベルトした？ベルトした？ベルトした？ベルトした？    みんなしたみんなしたみんなしたみんなしたよがよがよがよが    合言葉合言葉合言葉合言葉」」」」    

    ４月６日から 15 日までの 10 日間、「春の全国交通安全運動」が行

われます。 

 春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーのみなさんは

交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。 

    また、４月 10 日は「交通事故死ゼロを目指す日」

です。悲惨な交通死亡事故がなくなるよう、歩行者も

運転者も一人ひとりが交通安全を心がけましょう。  

◆ 運動の基本 ◆「子どもと高齢者の交通事故防止」 

◆◆◆◆    運動の重点 ◆◆◆◆    

・自転車の安全利用の推進 

・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

・飲酒運転の根絶 

問住民課住民係（☎024-562-4241） 

「第21回すこやか福島ねんりんピック」参加者募集！

  う つ く し ま 、 ふ く し ま 。 健 康 福 祉 祭   

 

 ５月 23 日（木）に郡山市で開催される、「うつくしま、ふくしま。

健康福祉祭『第 21 回すこやか福島ねんりんピック』」の各競技の参加

者を募集しています。参加希望の方は、参加人数に限りがありますの

で、お早めにお申し込みください（観覧のみの場合は申込不要）。 

○と  き…５月５月５月５月 23232323 日（木）日（木）日（木）日（木） 

○と こ ろ…郡山市内（郡山総合体育館ほか） 

○競技種目 

 卓球、テニス、ソフトテニス、ゲートボール、 

ゴルフ（６月４日実施）、グラウンド・ゴルフ、ペタンク、弓道、

剣道、ウォークラリー、なぎなた、太極拳、ソフトボール、ターゲ

ット・バードゴルフ、バウンドテニス、クロリティー、ディスクゴ

ルフ、マレットゴルフ、囲碁、将棋（20 種目） 

○参加資格…県内在住の 60 歳以上の方（昭和 29 年４月１日以前に生

まれた方） 

○参 加 料…無 料 

○申込期限…４月４月４月４月 19191919 日日日日（金）まで（金）まで（金）まで（金）まで 

      ※ゴルフについては５月５月５月５月 20202020 日（月）日（月）日（月）日（月）まで（先着順） 

 ※本大会の成績等を参考に、第 26 回全国健康福祉祭こうち大会（平

成 25 年 10 月 26 日～29 日開催）への派遣選手が選考されます。 

問（公財）福島県老人クラブ連合会（☎024-523-2131） 

 福島県高齢福祉課（☎024-521-7197） 

必ずチェック最低賃金！使用者も労働者必ずチェック最低賃金！使用者も労働者必ずチェック最低賃金！使用者も労働者必ずチェック最低賃金！使用者も労働者もももも        

 常用・臨時。パート・アルバイトなどの名称に関わらず、福島県内

の事業場で働く全ての労働者に適用されます。 

最低賃金（円） 

最低賃金件名 

１時間 

効力発生年月日 

福島県最低賃金 

（下記の５産業を除く全産業）    

６６４円 平成24年10月１日 

非鉄金属製造業 ７７８円 

電子部品・デバイス・電子回路、電気

機械器具、情報通信機械器具製造業 

７３０円 

輸送用機械器具製造業 ７６５円 

計量器・測定器・分析器・試験機・測

量機械器具・理化学機械器具、時計・

同部品、眼鏡製造業 

７６３円 

平成25年１月11日 

産

業

別

最

低

賃

金

 

自動車小売業 ７６１円 平成24年 12月 28日 

※実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象です。

ただし、産業別最低賃金の一部に適用除外業種や業務があります。 

①臨時支払い賃金（結婚手当など）②１か月を超える期間ごとに支払われい

る賃金（賞与など）③所定労働時間を越える時間の労働に対して支払われる賃

金（時間外割増賃金など）④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休

日割増賃金など）⑤午後 10 時から午前５時までの間の労働に対して支払われ

る賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金な

ど）⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

□問福島労働局（☎024-536-4604）または最寄りの労働基準監督署へ 


